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令和 5年度 生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金 

 

 

申請の手引き 

 
生駒市は、2050 年の脱炭素社会の実現に向けた民生部門における二酸化炭素の

排出量削減を推進するため、創エネルギー・省エネルギーシステムの設置費用を補

助します。 

 

受付期間 

令和 5年５月１5日（月）から令和 6年３月 29日（金） 

（午前８時３０分から午後５時１５分） 
※土、日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）は除く。 

※受付期間内であっても、補助金の予算額に達し次第受付を終了します。 

 

様式のダウンロード 

 

【問合せ先・提出先】 

生駒市役所 地域活力創生部 ＳＤＧｓ推進課 

〒630-0288 生駒市東新町 8番 38号 TEL 0743(74)1111 （内線 2121） 
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補助対象となるシステム組み合わせ 

 

１ 太陽光発電システム、家庭用リチウムイオン蓄電システムの一体的導入 

＜補助金額＞上限 140,000円 

（各システムの補助金額の合計に 10,000円を加算） 

 

２ 太陽光発電システム、Ｖ２Ｈの一体的導入 

＜補助金額＞上限 190,000円 

（各システムの補助金額の合計に 10,000円を加算） 

 

３ 太陽光発電システム、家庭用リチウムイオン蓄電システム、Ｖ２Ｈを設置すること

で、上記１または２のシステムすべてが揃う場合 

＜個別の補助金額＞ 

・太陽光発電システム 80,000円（上限） 

・家庭用リチウムイオン蓄電システム 50,000円（上限） 

   ・V2H 100，000円 

（例） 

①太陽光発電システムを設置済で、家庭用リチウムイオン蓄電システムを新たに設置 

②V２Hを設置済で、太陽光発電システムを新たに設置する場合 など 

 

４ V2H、HEMSを単独で設置する場合 

＜補助金額＞V2H 100,000円 

ＨＥＭＳ 10,000円（上限） 

 

 

※補助を受けるには、システムを一定の組み合わせで設置する必要が 

あります。（V2H、HEMSを除く） 

※家庭用燃料電池（エネファーム）は補助対象ではありません。 
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太陽光発電システム 

 

１ 補助対象システム 

(1) 未使用品であること。 

(2) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの定格出力のう

ちいずれか小さい方の値が２kW以上１０kW未満のものであること。 

（３） 当該システムを設置することにより、家庭用リチウムイオン蓄電システム又は V2H のシステ

ム全てが設置、接続されていること。 

 

２ 補助金交付対象者 

補助対象システムを住宅の屋根等への設置に適した配電線と逆潮流有りで連系し、令和 5 年 4

月 1日以降に電力会社と電力受給契約※を行う者で、次のいずれかに該当するものとする。 

(1) 住宅への設置者 

 市内の自ら所有し又は居住する住宅（店舗商業施設を兼ねた住宅及び共同住宅を含む。以下

「住宅」という。）に補助金の交付対象となる補助対象システムを設置した者 

(2) 対象システム付住宅の購入者 

 建売住宅供給者等から市内にある補助対象システム付住宅を購入し、発電した電力を自らの

住戸の部分で使用する者 

(3) 分譲共同住宅（共用部分での使用）への設置者 

 市内の分譲共同住宅に補助対象システムを設置し、発電した電力を共用部分で使用する分譲

共同住宅の管理組合の代表者 

(4) 上記(1)から(3)以外の建築物等への設置者 

 市内の自ら所有する上記(1)から(3)以外の建築物等に補助対象システムを設置した者（国及

び地方公共団体は除く。） 

※電力会社との電力受給契約に関する書類の受給開始日が令和 5 年 4 月 1 日以降であるもの

が対象となります。 

 

 

３ 補助金の額 

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの定格出力のうちいず

れか小さい方の値１kW当たり２万円（上限８万円） 

※kW表示で小数点以下２桁目を切捨て。 
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家庭用リチウムイオン蓄電システム 

 

１ 補助対象システム 

(1) 未使用品であること。 

(2) リチウムイオン蓄電池部及びインバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたも

のであること。 

(3) 一般社団法人環境共創イニシアチブが行う「ネット･ゼロ・エネルギーハウス（ＺＥＨ）支援事

業」の補助対象機器として認められたもの又は同等以上の機能を有すると市長が認めるもの。 

(4) 蓄電容量が１．０ｋＷｈ以上であること。 

（５） 当該システムを設置することにより、太陽光発電システムと当該システムの全てが設置、接

続されていること。 

 

２ 補助金交付対象者 

補助対象システムを生駒市内の自ら居住する住宅（ただし、住民登録地と同一であること。また、

店舗商業施設を兼ねた住宅及び共同住宅を含む。）に令和 5 年４月１日以降に設置した者で、次

のいずれかに該当するものとする。 

(1) 補助対象システムを既存又は新築の住宅に設置した者 

(2) 補助対象システムが設置された新築の住宅を購入した者 

 

 

３ 補助金の額 

蓄電容量１kWh当たり１万円（上限５万円） 

※kWh表示で小数点以下２桁目を切捨て。 
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Ｖ２Ｈ 

 

１ 補助対象システム 

(1) 未使用品であること。 

(2) 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用するた

めに必要な機能を有するものであること。 

(3) 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助

金事業において補助対象となる充放電設備として登録されているもの又は同等以上の機能を

有すると市長が認めるもの。 

 

 

２ 補助金交付対象者 

補助対象システムを生駒市内の自ら居住する住宅（ただし、住民登録地と同一であること。また、

店舗商業施設を兼ねた住宅及び共同住宅を含む。）に令和 5 年４月１日以降に設置した者で、次

のいずれかに該当するものとする。 

(1) 補助対象システムを既存又は新築の住宅に設置した者 

(2) 補助対象システムが設置された新築の住宅を購入した者 

 

 

３ 補助金の額 

１件当たり 10万円 
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ＨＥＭＳ 

１ 補助対象システム 

(1) 未使用品であること。 

(2) ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ規格を標準インターフェイスとして搭載しているものであること。 

(3) ＨＥＭＳを設置した住宅の電力使用量を計測、蓄積し、専用モニター等により表示できる等

の「見える化」が実現できるものであること。 

(4) １つ以上の設備又は電気機器に対して、電力使用量を削減するための制御又は蓄電池等の

蓄エネルギー設備（以下「蓄エネルギー設備」という。）を用いたピークカット、ピークシフト制御

を自動的（使用者の確認を介した半自動制御を含む。）に実行できるものであること。 

(5) 太陽光発電システム等の創エネルギー設備及び蓄エネルギー設備との接続機能を有してお

り、発電量、充電量等の情報を取得又は計測できるものであること。 

(6) 電力使用量に関する情報に基づき、電力使用量の削減を促す情報提供（目標達成状況を

提示する省エネ評価を含む。）を行うことができるものであること。 

 

２ 補助金交付対象者 

補助対象システムを生駒市内の自ら居住する住宅（ただし、住民登録地と同一であること。また、

店舗商業施設を兼ねた住宅及び共同住宅を含む。）に令和 5 年４月１日以降に設置した者で、次

のいずれかに該当するものとする。 

(1) 補助対象システムを既存又は新築の住宅に設置した者 

(2) 補助対象システムが設置された新築の住宅を購入した者 

 

３ 補助金の額 

設置に要する費用の額（千円未満切捨て。上限１万円） 

 

 

補助金の交付対象者とならない人（全補助対象システム共通） 

下記のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者になりませんので、ご了承ください。 

○ 市税を滞納されている人（納期限が到来していない市税について、市に対し分割納付の誓約

をしている人を含む）。 

○ 申請を行おうとする補助対象システムについて、同一の世帯にある人が過去において補助金

の交付を受けられている人。 

○ 申請を行おうとする補助対象システムについて、生駒市からの他の補助金の交付を受けられ

ている人。 

※なお、他機関の補助制度との併用は可能です。 
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申請に必要な書類 

全ての補助対象システムで必要となる書類と、申請を行おうとする補助対象システ

ムで必要となる書類があります。 

補助対象シ

ステム 
必要書類 

共通 

１ 生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金交付申請書（様

式第１号） 
 

 

２ 宣誓書（様式第２号） 
 

 

３ 補助対象システムの設置に係る工事請負契約書（補助対象システ

ムが設置された新築住宅を購入した場合は、売買契約書）の写し 
※契約書で補助対象システムの設置に関する事項が確認できない場合は、見積書

その他契約に補助対象システムが含まれることが確認できる書類を添付してくだ

さい。 

 

４ 補助対象システム以外のシステムが既に設置されていることが確認

できるカラー写真（一体的導入ではない場合） 
(1) 補助対象システムの設置が分かる写真 

(2) 補助対象システムの保証書又は出荷証明書※ 

※保証書又は出荷証明書が無い場合は、製造業者、品番、製造番号が分かる写真

を提出してください。 

 

５ その他市長が必要と認める書類 



 ８ 

太陽光発電

システム 

 

１ 補助対象システムの設置費に係る領収書の写し 
 

２ 補助対象システムの設置工事完了後のカラー写真 
(1) 太陽電池モジュールの設置がわかる写真 

(2) 補助対象システムを設置した住宅の全景 

(3) パワーコンディショナの設置がわかる写真 

(4) パワーコンディショナの製造業者、品番が分かる写真 

 

３ 電力会社との電力受給契約に関する書類 

※太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの定

格出力のうちいずれか小さい方の値を確認します。当該書類で確認ができない場

合は、上記の値が記載されている書類を提出してください 

 

４ 下記に該当する場合は記載している書類が必要です。 

(1) 分譲共同住宅（共用部分での使用）への設置者で管理組合の代表者 

管理組合の規約及び役員名簿並びに代表者の住民票の写し（３ヶ月以内のも

の） 

(2) 住宅以外の建築物（事業所等）への設置者で生駒市外の個人 

宣誓書と住民票の写し（３ヶ月以内のもの） 

(3) 住宅以外の建築物（事業所等）への設置者で法人 

宣誓書と法人の登記事項証明書の写し 

 

家庭用リチ

ウムイオン

蓄電システ

ム 

１ 補助対象システムの設置費に係る領収書の写し 
 

２ 補助対象システムの設置工事完了後のカラー写真 
(1) 補助対象システムの設置が分かる写真 

(2) 補助対象システムの保証書又は出荷証明書※ 

※保証書又は出荷証明書が無い場合は、製造業者、品番、製造番号が分かる写真

を提出してください。 

 

３ 補助対象システムであることが分かる資料（カタログ、パンフレット

等） 
 

Ｖ２Ｈ 

ＨＥＭＳ 
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手続きの流れ 

（全補助対象システム共通） 

１ 申請書類の提出 

申請に必要な書類を揃えて、生駒市役所２階ＳＤＧｓ推進課(23 番窓口)へ直接又は郵送でお申

し込みください。 

〇必要書類がすべて揃った時点で受付となります。 

〇必要書類に不備がある場合は、こちらからご連絡させていただきます。 

〇窓口で書類の内容確認は行わず、お預かりのみとなります。 

〇事務手続きに関して、第三者の代行が可能です。 

 

※受け付けた補助金の累計申請金額が予算の範囲を超えたときは、予算の範囲を超えた日に受

け付けた者で抽選にて番号を決め、その番号順に申請を受け付けます。 

 

２ 審査 

書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。 

 

３ 交付決定又は不交付決定の通知 

(1)  補助金の交付を決定し額を確定したときは、生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業

補助金交付決定兼確定通知書（様式第４号）により交付申請者に通知します。 

(2)  不交付と決定したときは、生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金不交付決定

通知書（様式第５号）により交付申請者に通知します。 

  

４ 補助金の請求 

交付申請者は、補助金交付決定兼確定の通知を受けたときは、生駒市創エネ・省エネシステム普

及促進事業補助金交付請求書（様式第５号）を市長が定める日までにＳＤＧｓ推進課へ提出してく

ださい。（郵送可） 

※請求書に記入する振込先の口座は申請者ご本人の口座を記入してください。 

 

５ 補助金の交付 

適正な補助金交付請求書が提出されてから３０日程度で、補助金交付請求書に記載されている

指定口座に補助金を振り込みます。 

 

 

６ 補助金受領 

指定の口座に入金があるか確認してください。 
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周辺環境への配慮のお願い 
 

一般家庭においても、空調機器、給湯機器、発電機器などが、低周波音を含む騒音や振動の

発生源となり、生活環境に影響を及ぼす場合があります。これらの機器を設置する際には、販売

業者や設置業者などとよく相談の上、周辺の住居等への影響を未然に防止するように、十分な配

慮をお願いします。 

 

備考 

○補助対象システム設置後に申請してください。 

○複数の補助対象システムを申請しようとするときは、同時申請が可能です。同時申請をする場

合、重複する書類（契約書等）は１部のみの提出でかまいません。 

○申請書を記入する際は黒のボールペンを使用してください。なお、消せるボールペンは不可とし

ます。 

○記入誤りがあった場合は、訂正箇所に二重線を引いた上で、正しい内容を記入してください。 

○交付決定後、各種アンケート等へご協力をいただきます。 

○生駒市ホームページでも様式などのダウンロードが可能です。（ホームページアドレス

http://www.city.ikoma.lg.jp/） 

 

【申請から補助金を受領するまでの流れ】 

 

http://www.city.ikoma.lg.jp/

